
＜ 相続手続フローチャート ＞

一般的な相続手続きの流れをご案内しています。個々の事案によっては異なる手続きになる場合もあります。
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注１　『法定相続情報』とは、戸籍をもとに作成する被相続人と法定相続人の相続関係を示す一覧図のことで、戸籍の代わりに使用することが

注３　詳細については、司法書士にお問い合わせください。

　　＊　相続の承認又は放棄期間伸長の申立て後、相続することになったときは遺産分割協議が必要になる場合があります。

　　＊　相続放棄した場合に準確定申告は不要ですが、相続税の申告が必要になる場合があります（死亡保険金等のみなし相続財産について）。

　　　できます。利用方法などの詳細につきましては司法書士または法務局にご相談ください。

注２　申立て・申告は必須ではありません。個々の事情に応じて、申立て・申告をするかどうか判断します。

　　　家庭裁判所の申立書の作成については司法書士・弁護士にご相談ください。

　　　準確定申告・相続税の申告は、税理士・税務署または弁護士にご相談ください。

相続の開始（被相続人のご逝去）

① 遺産分割協議前にできる各種お手続き

● 保険金の請求（生命保険など）

● 年金受給の停止の手続き

（場合によっては未支給年金・遺族年金の手続き）

● 水道光熱費の引落しの変更

● クレジットカードの解約

● 市区役所・町村役場

（医療・介護保険資格喪失の手続き、葬祭費請求など）

● 携帯・スマホの解約

③ 相続財産・負債の調査

※一部司法書士がお手伝いする

ことができます。

被相続人の準確定申告（注２）

遺言書のとおり

遺産を分ける

相続人全員で遺産を分ける話し合い

（遺産分割協議）

家庭裁判所に申立て

（遺産分割調停申立て）

遺産分割審判

相続税の申告と納税（注２）

相続財産の名義書換・預貯金の解約など（相続税申告・納税の後でも可能です）
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遺産分割協議書の作成

※ この色付きの枠は、司法書士がお手伝いできます。

※遺言書を法務局に預ける
ことができます。

遺産分割の前に、被相続人の預貯金の一部について払戻し
を受けることができます。
ただし、払戻しを受けられる金額には上限があります。

全ての遺産について、誰が受け取るか遺言書で決められている

はい

決められていない遺産について

相続人の間で話し合いが必要
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令和６年４月１日から不動産の相続登記が義務になりました（注３）
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※『公正証書』とは
公証役場で作成した
書類です。

④ 相続人の調査

（戸籍等の収集）

⑤ 法定相続情報の作成

（注１）

② 遺言書の有り・無しの確認

家庭裁判所で（注２）

● 相続の承認又は放棄期間伸長の申立て

● 相続放棄の申立て

● 限定承認の申立て
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